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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

水道管の凍結にご注意ください
　気温が氷点下になると水道管がむき出しになっているところや、あまり使用していない蛇口は特に注意が必要です。
■凍結した時は　自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルを当て、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしましょう。
熱湯をかけると水道管が破裂することがありますので、絶対にしないでください。
※万が一凍結で水道管が破裂した場合はメーターボックスの中のバルブを一時的に閉めて水を止め、町指定の工事業者
へ速やかにご連絡ください。町指定工事業者名簿はホームページに掲載しています。
■問合せ　上下水道課水道施設係　☎72‐6920

機
会
に
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

▼
防
災
マ
ッ
プ
と
は

　
自
然
災
害
（
地
震・台
風・大
雨
な
ど
）

が
起
こ
っ
た
場
合
に
、
河
川
の
浸
水
想

定
区
域
や
土
砂
災
害
（
特
別
）
警
戒
区

域
な
ど
の
被
害
想
定
区
域
、
指
定
緊
急

避
難
所
、
指
定
避
難
所
、
警
察
や
消
防

な
ど
の
防
災
関
連
施
設
等
を
掲
載
し
た

地
図
で
す
。

　
防
災
マ
ッ
プ
は
、
火
山
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
、
土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
、

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
河
川
）、
た

め
池
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
加
え
、
地
震

発
生
時
の
揺
れ
や
す
さ
マ
ッ
プ
や
避
難

所
情
報
、
各
種
災
害
に
関
す
る
情
報
な

ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
防
災
マ
ッ
プ
の
目
的

　
い
つ
起
こ
る
分
か
ら
な
い
災
害
に
対

し
、
事
前
に
備
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
作
成
し
ま
し
た
。

　
い
ざ
と
い
う
と
き
に
慌
て
な
い
た
め

に
、
こ
の
マ
ッ
プ
を
基
に
災
害
時
の
行

動
を
事
前
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

▼
防
災
マ
ッ
プ
の
配
布
場
所

　
役
場
、
各
支
所
（
湯
本
、
芦
野
、
伊

王
野
）
で
配
付
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
総
務
課
危
機
管
理
係

　
☎
72
‐
6
9
0
1

　
地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に

備
え
、
情
報
伝
達
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
試
験
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ

ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
試
験
で
、

防
災
行
政
無
線
や
那
須
町
安
全
安
心

メ
ー
ル
等
に
よ
り
情
報
配
信
し
ま
す
。

　
な
お
、
災
害
の
発
生
や
気
象
状
況
な

ど
で
、
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は　
地
震
や
武
力
攻

　
撃
な
ど
の
緊
急
情
報
を
、
国
か
ら
人

　
工
衛
星
な
ど
を
通
じ
て
瞬
時
に
伝
え

　
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

▼
日　
時　
2
月
12
日
㈬
午
前
11
時
頃

▼
放
送
内
容

○
防
災
行
政
無
線

「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」

（
３
回
）

「
こ
ち
ら
は
、
防
災
那
須
町
役
場
で
す
」

（
１
回
）

○
那
須
町
安
全
安
心
メ
ー
ル

「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」

▼
問
合
せ　
総
務
課
危
機
管
理
係

　
☎
72
‐
6
9
0
1

　
本
町
は
、
比
較
的
災
害
が
少
な
い
地

域
で
、
そ
の
た
め
防
災
に
対
す
る
意
識

が
薄
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

す
ぐ
に
で
き
る
防
災
対
策
と
し
て
、
町

が
発
行
し
て
い
る
防
災
マ
ッ
プ
を
こ
の

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉
情
報

伝
達
試
験
実
施
の
お
知
ら
せ

防
災
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

県ホームページ

　
令
和
6
年
分
確
定
申
告
に
お
け
る
所

得
税
等
の
納
期
限
お
よ
び
振
替
納
税
を

利
用
さ
れ
て
い
る
方
の
口
座
振
替
日

は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。
納
期
限
ま

で
の
納
付
ま
た
は
振
替
日
前
の
預
貯
金

残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
税
が
納
期
限
に
遅
れ
た
場

合
ま
た
は
残
高
不
足
等
で
口
座
振
替
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
納
期
限
の
翌

日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
延
滞
税
が
か

か
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
振
替
納
税
は
、
申
告
所
得
税
や
復
興

特
別
所
得
税
、
個
人
事
業
者
に
係
る
消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
で
利
用
で
き

ま
す
。
金
融
機
関
や
税
務
署
に
出
向
か

な
く
て
も
自
動
的
に
納
付
が
で
き
、
便

利
・
安
全
・
確
実
で
す
。

　
振
替
納
税
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
口
座
振
替
依
頼
書
を
各
税
目
の
確

定
分
の
納
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　
県
で
は
盛
土
規
制
法
に
基
づ
く
規
制

区
域
を
令
和
7
年
4
月
1
日
に
指
定

し
、
運
用
を
開
始
す
る
予
定
で
す
。
規

制
区
域
内
で
一
定
規
模
以
上
の
盛
土
等

を
行
う
場
合
は
、
事
前
に
許
可
ま
た
は

届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

　
栃
木
県
県
土
整
備
部
都
市
政
策
課

　
☎
0
2
8
‐
6
2
3
‐
2
8
0
1

大
田
原
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

４
月
１
日
か
ら
盛
土
等
を
行
う
場
合
は
許
可
が
必
要
で
す

▼
問
合
せ

　
大
田
原
税
務
署　
管
理
運
営
第
一
部
門

　
☎
0
2
8
7
‐
22
‐
3
1
1
7
（
直
通
）

税 目 等

申告所得税
および復興
特別所得税

確定分

延納分

確定分

確定分

個人事業者の
消費税および
地方消費税

贈与税

納期限 口座振替日

3月１７日㈪ 4月２３日㈬

6月2日㈪ 6月2日㈪

3月31日㈪ 4月30 日㈬

3月１７日㈪ 利用できません

ホームページ

ホームページ


